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６月は「ふれあい月間」 
 東京都は６月を「ふれあい（いじめ防止強化）月間」としています。このふれあい月間は６月以外にも１１

月と２月に設定されており、東京都の公立学校すべてにおいて実施されています。 

 このふれあい月間では、いつも以上にいじめ問題や、他者とのかかわり方などについて三中全体で考

えていきます。 

 

 ６月のふれあい月間では、SNSに関係する物語から考えてみましょう。 

 

この物語には続きがあります。東京都教育委員会のホームページにアクセスすると続きを閲覧することが

できます。 

 

 

 

 

 

 

 みなさんの身近に存在するコミ

ュニケーションツールである

SNSの使い方について、保護者

の方ともお話してみましょう。 

架け橋 


